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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載装置において、
　表示部と、
　携帯端末装置と通信する通信部と、
　前記表示部の表示を制御する表示制御部と、
を備え、
　前記通信部は、前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンに関する情報を前記
携帯端末装置へ送信し、前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンと前記携帯端
末装置が有するアプリケーションのアイコンとを前記車載装置の表示部に共存して表示す
るための共有情報を前記携帯端末装置から受信し、
　前記表示制御部は、受信した前記共有情報に基づいて前記表示部の表示を制御する
車載装置。
【請求項２】
　前記表示制御部の前記制御に応じて、前記車載装置が有するアプリケーションのアイコ
ンと前記携帯端末装置が有するアプリケーションのアイコンとが共存した状態で前記表示
部に表示される
請求項１に記載の車載装置。
【請求項３】
　前記共有情報に基づいて前記携帯端末装置の画面における表示と前記車載装置の前記表
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示部の表示が同期される
請求項２に記載の車載装置。
【請求項４】
　前記表示部に表示された前記アイコンが選択されると、
　選択された前記アイコンに応じた前記アプリケーションが動作され、前記表示部におけ
る表示は、前記携帯端末装置の画面における表示と同期する
請求項３に記載の車載装置。
【請求項５】
　前記携帯端末装置の画面における表示が変更されると、前記車載装置の表示部における
表示が同期して変更される
請求項３に記載の車載装置。
【請求項６】
　前記共有情報に含まれる前記携帯端末装置が有するアプリケーションのアイコンは、前
記携帯端末装置が有するアプリケーションのうち一部のアプリケーションのアイコンであ
る
請求項１に記載の車載装置。
【請求項７】
　前記車載装置において前記車載装置が有するアプリケーションが動作される
請求項４に記載の車載装置。
【請求項８】
　前記携帯端末装置において前記携帯端末装置が有するアプリケーションが動作される
請求項４に記載の車載装置。
【請求項９】
　前記通信部は、ＵＳＢ接続により通信する
請求項１に記載の車載装置。
【請求項１０】
　車載装置において、
　携帯端末装置と通信し、
　前記車載装置の表示部の表示を制御し、
　前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンに関する情報を前記携帯端末装置へ
送信し、前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンと前記携帯端末装置が有する
アプリケーションのアイコンとを前記車載装置の表示部に共存して表示するための共有情
報を前記携帯端末装置から受信し、
　受信した前記共有情報に基づいて前記表示部の表示を制御する
車載装置の制御方法
【請求項１１】
　車載装置において、
　携帯端末装置と通信し、
　前記車載装置の表示部の表示を制御し、
　前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンに関する情報を前記携帯端末装置へ
送信し、前記車載装置が有するアプリケーションのアイコンと前記携帯端末装置が有する
アプリケーションのアイコンとを前記車載装置の表示部に共存して表示するための共有情
報を前記携帯端末装置から受信し、
　受信した前記共有情報に基づいて前記表示部の表示を制御する
車載装置の制御方法をコンピュータに実行させる制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は車載装置、車載装置の制御方法および制御プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、様々なサービス、機能を提供する多種多様なアプリケーションを有する携帯電話
機、スマートフォンなどの携帯端末装置が普及している。そして、よりアプリケーション
による利便性を高めるために、それら携帯端末装置と他の装置との連携が望まれている。
そこで、携帯端末装置でのアプリケーション実行によるサービス、機能を連携によって車
載装置側で利用可能とする車載装置および通信制御方法が提案されている。
（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１９９７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、例えば、アプリケーションの選択中の動作
が、携帯端末装置上と車載装置上の双方の表示で連動していないため、アプリケーション
利用のために携帯端末装置と車載装置とを別々に操作する必要が生じる場合がある。
【０００５】
　本技術は、このような点に鑑みてなされたものであり、複数の装置間において、各装置
が有するアプリケーションについての情報を共有することにより、操作が簡易となる端末
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、第１の技術は、車載装置において、表示部と、携帯端
末装置と通信する通信部と、表示部の表示を制御する表示制御部とを備え、通信部は、車
載装置が有するアプリケーションのアイコンに関する情報を携帯端末装置へ送信し、車載
装置が有するアプリケーションのアイコンと携帯端末装置が有するアプリケーションのア
イコンとを車載装置の表示部に共存して表示するための共有情報を携帯端末装置から受信
し、表示制御部は、受信した共有情報に基づいて前記表示部の表示を制御する車載装置で
ある。
【発明の効果】
【０００７】
　本技術によれば、複数の装置間において、各装置が有するアプリケーションについての
情報を共有させることにより、装置の操作を簡単なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本技術の係る第２の装置の一例である端末装置の構成を示すブロック図
である。
【図２】図２は、共有情報の具体例を示す図である。
【図３】図３は、端末装置の外観構成の例を示す図である。
【図４】図４は、端末装置の表示部におけるページ送り操作について説明するための図で
ある。
【図５】図５は、本技術に係る第１の装置の一例である音声出力装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【図６】図６は、音声出力装置の外観構成の例を示す図である。
【図７】図７は、端末装置と音声出力装置間の情報の受け渡しの説明するための概念図で
ある。
【図８】図８は、端末装置と音声出力装置間で行われる処理の流れを示すシーケンス図で
ある。
【図９】図９は、音声出力装置と端末装置におけるアプリケーション選択表示の連動を示
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す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本技術の実施の形態について図面を参照しながら説明する。ただし、本技術は以
下の実施の形態のみに限定されるものではない。なお、説明は以下の順序で行う。
＜１．実施の形態＞
［１－１．端末装置の構成］
［１－２．音声出力装置の構成］
［１－３．情報共有処理］
＜２．変形例＞
【００１０】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．端末装置の構成］
　図１は本実施の形態における端末装置１００の構成を示すブロック図である。端末装置
１００は、特許請求の範囲における第２の装置の一例である。端末装置１００は、データ
バス１０１を備え、このデータバス１０１には、制御部１０２、ネットワークインターフ
ェース１０３、信号処理部１０４、入力部１０５、表示部１０６、通信部１０７、記憶部
１０８、アプリケーションプロセッサ１０９が接続されている。
【００１１】
　制御部１０２は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Acce
ss Memory）およびＲＯＭ（Read Only Memory）などから構成されている。ＲＯＭには、
ＣＰＵにより読み込まれて動作されるプログラムなどが記憶されている。ＲＡＭは、ＣＰ
Ｕのワークメモリとして用いられる。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプログラムに従い様
々な処理を実行することによって、端末装置１００の各部および全体の制御を行う。
【００１２】
　ネットワークインターフェース１０３は、例えば、所定のプロトコルに基づいて外部基
地局などとの間でデータの送受信を行うものである。通信方式は無線ＬＡＮ（Local Area
 Network）、Ｗｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity）、３Ｇ回線を用いた通信など、どのよう
な方式でもよい。ネットワークインターフェース１０３による通信により、端末装置１０
０はインターネット接続、他者との通話などを行うことが可能となる。
【００１３】
　信号処理部１０４は、変復調器、ＡＤ／ＤＡ変換器、音声コーデック（図示せず。）な
どを備えている。信号処理部１０４の変復調器で、送信する音声信号を変調し、あるいは
受信した信号を復調する。送信する信号は、ＡＤ／ＤＡ変換器でデジタル信号に変換され
、受信した信号はＡＤ／ＤＡ変換器でアナログ信号に変換される。そして信号処理部１０
４には、音声を出力するスピーカ１１０と、音声を入力するマイクロホン１１１とが接続
されている。
【００１４】
　入力部１０５は、ユーザが端末装置１００に対して各種入力を行うための入力手段であ
る。例えば、ボタン、タッチパネル、スイッチなどにより構成されている。また、入力部
１０５は、表示部１０６と一体に構成されたタッチスクリーンとして構成してもよい。入
力部１０５に対してユーザによる入力操作がなされると、その入力に対応した制御信号が
生成されて制御部１０２に出力される。そして、制御部１０２によりその制御信号に対応
した演算処理や制御が行われる。
【００１５】
　本実施の形態においては、ユーザは、入力部１０５に対して、インストールされたアプ
リケーションの選択する操作（例えば、カーソル移動操作など）および、選択したアプリ
ケーションを起動するためのアプリケーション決定操作などを行う。
【００１６】
　表示部１０６は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＰＤＰ(Plasma Displa
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y Panel)、有機ＥＬ(Electro Luminescence)パネルなどにより構成された表示手段である
。表示部１０６には、端末装置１００の各種操作のメニューを表示するホーム画面、楽曲
リスト、再生中の楽曲情報（アーティスト名、曲名など）、動画コンテンツ、画像コンテ
ンツなどが表示される。
【００１７】
　通信部１０７は、Bluetooth、ＵＳＢ接続などの方法により端末装置１００との通信を
行うための通信モジュールである。通信部１０７における通信方法としては、無線通信で
あるBluetooth、有線通信であるＵＳＢによる通信などがある。Bluetooth通信を行うBlue
toothモジュールは、Bluetooth方式の近距離無線通信によるデータの送受信が可能なモジ
ュールである。Bluetoothモジュールによって、外部Bluetooth機器である音声出力装置と
のデータのやり取りが行われる。
【００１８】
　Bluetoothモジュールは、アンテナ、信号処理部（図示せず。）などを備える。例えば
外部のBluetooth機器である音声出力装置２００に音声データを送信する場合等、Bluetoo
thモジュールは、信号処理部によって送信する音声データに所定の信号処理を施し、その
音声データを内蔵するアンテナを介して音声出力装置２００に送信する。また、音声出力
装置２００に音声データを送信する場合等、Bluetoothモジュールは、音声出力装置から
送信された音声データを内蔵するアンテナで受信し、内蔵する信号処理部１０４に供給す
る。そして、信号処理部において音声データに所定の信号処理を施すことによって音声信
号を生成する。これにより、端末装置１００で再生した音声データを音声出力装置２００
から出力すること、および、音声出力装置２００で再生した音声データを端末装置１００
から出力することができる。
【００１９】
　通信部１０７における通信方式として有線通信であるＵＳＢを用いる場合には、ＵＳＢ
ケーブルによって音声出力装置２００と端末装置１００とが接続される。音声データはＵ
ＳＢケーブルを介して端末装置１００から音声出力装置２００に供給される。
【００２０】
　本実施の形態においては、端末装置１００と音声出力装置２００とを接続し、端末装置
１００側で端末装置１００が保存する楽曲データを再生し、その楽曲が音声として音声出
力装置２００から出力される。
【００２１】
　ただし、接続方法はいずれの方法であってもよい。また、Bluetooth、ＵＳＢ以外にも
任意のデータ通信が可能な接続方法であればどのようなものを採用してもよい。また、通
信方式は、端末装置１００の機種、ＯＳ（Operation System）の種類などに基づいて適宜
選択するとよい。
【００２２】
　記憶部１０８は、例えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリなどの大容量記憶媒体から構成さ
れており、端末装置１００によって再生される楽曲などのコンテンツデータなどを保存す
るものである。楽曲データは、ＷＡＶ（RIFF waveform Audio Format）、またはＭＰ３（
MPEG Audio Layer-3）、ＡＡＣ（Advanced Audio Coding）などの方式で音声圧縮された
状態で記憶部１０８に記憶される。また、楽曲のアーティスト名、アルバム名、曲名、総
再生時間、再生時間情報などを含む楽曲情報も楽曲データのメタデータとして記憶部１０
８に保存されている。楽曲情報は例えば、ＣＤＤＢ(Compact Disc DataBase)を利用する
ことにより取得することができる。また、ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
【００２３】
　アプリケーションプロセッサ１０９は、端末装置１００にインストールされた各種アプ
リケーションを実行する処理部である。本技術は、端末装置１００にインストールされる
情報共有アプリケーションがアプリケーションプロセッサ１０９に実行されることにより
実現される。アプリケーションプロセッサ１０９は情報共有アプリケーションを実行する
ことにより、情報取得部１２１、共有情報生成部１２２、送信制御部１２３、表示制御部
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１２４として機能する。情報共有アプリケーションの実行により実現される各機能が特許
請求の範囲における情報共有装置に相当する。
【００２４】
　情報取得部１２１は、音声出力装置２００が有するオーディオソースからの音声を出力
するアプリケーション（特許請求の範囲における第１の装置が有するアプリケーションに
相当する）を示す情報（第１アプリケーション情報）を通信部１０７を介して音声出力装
置２００から取得する。オーディオソースとしてはインターネットラジオ、ＵＳＢなどに
より接続された外部ストレージ、ディスク媒体を再生するディスク媒体モジュールなどが
ある。
【００２５】
　また、情報取得部１２１は、端末装置１００が有するアプリケーションの中から、ユー
ザが音声出力装置２００と端末装置１００とにおいて共有させるために選択したアプリケ
ーションを示す情報（第２アプリケーション情報）を取得する。
【００２６】
　さらに、情報取得部１２１は、音声出力装置２００において行われたアプリケーション
の選択操作の内容を示す情報（操作情報）を通信部１０７を介して受信する。操作情報の
詳細については後述する。
【００２７】
　共有情報生成部１２２は、情報取得部１２１により取得した第１アプリケーション情報
と第２アプリケーション情報とを共存させることによって共有情報を生成する。共有情報
は、端末装置１００において用いられるとともに、通信制御部１０２による制御のもと通
信部１０７を介して音声出力装置２００に送信される。このように、共有情報は、音声出
力装置２００と端末装置１００間で共有されるものである。
【００２８】
　共有情報は例えば、図２に示されるように、第１アプリケーション情報と第２アプリケ
ーション情報に示されるアプリケーションが順序付けられたリスト形式の情報である。こ
の順序は、端末装置１００および音声出力装置の表示部１０６におけるアプリケーション
を示すアイコンの表示順序に対応している。
【００２９】
　なお、本技術においては、Bluetoothを用いて通信を行う場合には、シリアルポートプ
ロファイルを用いて端末装置１００と音声出力装置２００間で第１アプリケーション情報
、共有情報、操作情報などの送受信が行われる。また、音声出力装置と端末装置１００と
の接続にＵＳＢを用いる場合には、ｉＡＰを用いて第１アプリケーション情報、共有情報
、操作情報などの送受信が行われる。
【００３０】
　シリアルポートプロファイル、ｉＡＰでは任意の情報の送受信が可能であるため、それ
らを利用することにより、本技術に用いられる上述した各種情報の送受信を行うことがで
きる。ただし、上述した各種情報を送受信することが出来る方法であれば、他の方法を用
いてもよい。また、Bluetooth、ＵＳＢ以外にも任意のデータ通信が可能な接続方法であ
ればどのようなものを採用してもよい。
【００３１】
　表示制御部１０２は、共有情報に基づいて、音声出力装置２００のオーディオソース用
アプリケーションと、ユーザが選択した端末装置１００のアプリケーションとを示すアイ
コンを表示部１０６に表示する制御を行うものである。また、端末装置１００および音声
出力装置２００の使用時におけるアプリケーションの選択を示すカーソルなどを表示する
制御も行う。これら表示制御の詳細については後述する。
【００３２】
　なお、情報共有アプリケーションは予め端末装置１００にインストールした状態でユー
ザに提供するようにしてもよいし、ユーザが自ら端末装置１００にインストールするよう
にしてもよい。情報共有アプリケーションは、例えば、インターネット上のアプリケーシ
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ョン販売サイト、アプリケーションダウンロードサービスを介して提供または販売される
。また、情報共有アプリケーションが記録された光ディスクや半導体メモリなどの可搬型
記録媒体によって提供または販売されてもよい。
【００３３】
　スピーカ１１０は音声を出力するための音声出力手段であり、信号処理部１０４により
所定の処理が施された音声信号などを音声として出力する。これによりユーザは通話音声
、端末装置１００に保存された音声データなどを聴取することができる。また、マイクロ
ホン１１１は通話、音声による指示入力などのために音声を端末装置１００に入力するた
めのものである。マイクロホン１１１から入力された音声は信号処理部１０４によって所
定の処理が施される。
【００３４】
　以上のようにして端末装置１００が構成されている。端末装置１００としては、携帯電
話機、スマートフォン、携帯音楽プレーヤ、タブレット端末などがある。また、図示はし
ないが、端末装置１００には撮像部と画像処理部などからなるカメラ機能、ラジオ機能な
どが設けられていてもよい。
【００３５】
　図３は、端末装置１００の外観構成の一例を示す図である。図３においては、端末装置
１００の表示部１０６および、入力部１０５としてのタッチスクリーンおよび入力部１０
５としてのボタンが示されている。
【００３６】
　端末装置１００の表示部１０６には共有情報で示されたアプリケーションを示す複数の
アイコン１３１、１３１、・・が表示されている。本実施の形態では、音声出力装置のオ
ーディオソースと端末装置１００においてユーザにより選択されたアプリケーションを示
すアイコンが表示されることとなる。
【００３７】
　ユーザは、表示部１０６に表示されたアイコン１３１に指を接触させる、または入力部
１０５としてのボタンを押圧することにより、アプリケーションを選択する。アプリケー
ションが選択されると、例えば、図３Ａの状態から図３Ｂの状態へと、選択されたアプリ
ケーションを示す太枠状のカーソル１３２が移動する。その後、例えば、選択したアプリ
ケーションのアイコン１３１に再度入力を行うなどによりアプリケーション決定入力を行
うと、選択されたアプリケーションが起動する。
【００３８】
ここで、端末装置１００におけるページ送り操作について説明する。図４Ａは、端末装置
１００の表示部１０６においてアプリケーションを示す複数のアイコン１３１が表示され
ている１ページ目を示すものである。１ページ目が表示されている図４Ａの状態において
、タッチスクリーンに対する入力などにより画面を横方向にスライドさせる。そうすると
、図４Ｂに示されるように、１ページ目がスライド方向に流れて消えていくと同時に、２
ページ目が表示部１０６の端からスライドして現れてくる遷移状態となる。そして、その
遷移状態を経て、２ページ目のスライド動作が完了すると図４Ｃに示されるように２ペー
ジ目全体が表示部１０６に表示される。２ページ目に表示されるアイコン１３１は１ペー
ジ目に表示されたものとは異なっている。この一連の表示部１０６のおける表示の遷移を
「ページ送り」と称し、それを行うための入力操作を「ページ送り操作」と称する。
【００３９】
　なお、図４の説明は１ページ目から２ページ目への遷移を例にして説明したが、２ペー
ジ目から３ページ目、３ページ目から４ページ目、２ページ目から１ページ目なども同様
にページ送りが可能である。端末装置１００においてはインストールされるアプリケーシ
ョンの数によってページ数が異なる。アプリケーションの数が多い場合にはそれに伴いペ
ージ数も増えていく。
【００４０】
　通常、携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末などにおけるアプリケーションの
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アイコン表示は縦５×横４、縦４×横４などの配置で行われるのが通常である。しかし、
本実施の形態において表示制御部１０２は、図４に示されるように例えば縦２×横２など
、よりアイコンが大きく表示されるように表示制御を行うようにしてもよい。これにより
、端末装置１００における入力操作が容易となる。
【００４１】
　なお、図４に示される端末装置１００の外観構成、表示部１０６における表示態様、入
力部１０５としてのボタンの配置はあくまで一例であり、それらは図４に示されるものに
限られるものではない。
【００４２】
［１－２．音声出力装置の構成］
　図５は、本技術の実施の形態における音声出力装置２００の構成を示すブロック図であ
る。音声出力装置２００は特許請求の範囲における第１の装置の一例である。音声出力装
置２００としては、例えば、車両内で音声を出力するカーオーディオ装置、ドックスピー
カなどがある。
【００４３】
　音声出力装置２００は、制御部２０１、ラジオ用アンテナ２０２、チューナ２０３、デ
ィスク媒体モジュール２０４、電子ボリューム２０５、アンプ部２０６、スピーカ２０７
、リモートコントローラ受光部２０８、入力部２０９、通信部２１０、表示部２１１、Ｕ
ＳＢ端子２１２、サウンドＤＳＰ（Digital Signal Processing）２１３、フラッシュＲ
ＯＭ２１４、アプリケーションプロセッサ２１５とから構成されている。
【００４４】
　制御部２０１は例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭなどから構成されている。ＲＯＭ
には、ＣＰＵにより読み込まれて動作されるプログラムなどが記憶されている。ＲＡＭは
、ＣＰＵのワークメモリとして用いられる。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されたプログラムに
従い様々な処理を実行することによって、音声出力装置２００の各部および全体の制御を
行う。
【００４５】
　ラジオ用アンテナ２０２は、ラジオ放送電波を受信するためのアンテナであり、チュー
ナ２０３に接続されている。チューナ２０３は、ラジオ用アンテナ２０２により受信され
たラジオ放送信号の復調やアナログ／デジタル変換、符号化されているデータの復号等の
処理などを行い、ラジオ音声データを復元する。ラジオ音声データは制御部２０１の制御
のもと電子ボリューム２０５、アンプ部２０６を介してスピーカ２０７へ送られ、スピー
カ２０７により音声として出力される。
【００４６】
　ディスク媒体モジュール２０４は、ディスク状記録媒体に書込まれているオーディオ信
号を読出し、読出したオーディオ信号に対して所定の信号処理を施して音声信号を取得す
るディスク再生装置である。得られた音声信号は、制御部２０１の制御のもと電子ボリュ
ーム２０５、アンプ部２０６を介してスピーカ２０７へ送られ、スピーカ２０７により音
声として出力される。なお、ディスク状記録媒体としてはＣＤ(Compact Disc)、ＤＶＤ（
Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc）などがある。
【００４７】
　電子ボリューム２０５は、制御部２０１の制御に基づき、ラジオチューナ２０３、ディ
スク媒体モジュール２０４、通信部２１０、ＵＳＢ端子２１２などから供給された音声信
号を増幅して音量を調整する。音量が調整された音声信号は、アンプ部２０６に供給され
る。アンプ部２０６は、電子ボリューム２０５から供給された音声信号を所定に増幅し、
スピーカ２０７に供給する。スピーカ２０７は、アンプ部２０６から供給された音声信号
を外部に音声として出力する音声出力手段である。
【００４８】
リモートコントローラ受光部２０８は、ユーザの操作により音声出力装置２００付属のリ
モートコントローラ３００から送信されたコントロール信号を受信して制御部２０１に出
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力する。
【００４９】
　入力部２０９は、ユーザが音声出力装置２００への各種入力操作を行うための入力手段
である。入力部２０９は例えば、ボタン、タッチパネル、スイッチなどにより構成されて
いる。また、入力部２０９は、表示部２１１と一体に構成されたタッチスクリーンとして
構成してもよい。入力部２０９に対してユーザによる入力がなされると、その入力に対応
した制御信号が生成されて制御部２０１に出力される。そして、制御部２０１によりその
制御信号に対応した演算処理や制御が行われる。
【００５０】
　本実施の形態においては、ユーザは、入力部２０９に対して、アプリケーション選択操
作および、選択したアプリケーションを起動するための決定操作などを行うことが可能で
ある。
【００５１】
　表示部２１１は、例えば、ＬＣＤ、ＰＤＰ、有機ＥＬパネルなどにより構成された表示
手段である。表示部２１１には、音声出力装置２００の各種操作のメニューを表示するホ
ーム画面、楽曲リスト、再生中の楽曲情報（アーティスト名、曲名など）などが表示され
る。さらに、音声出力装置２００が動画コンテンツ、画像コンテンツなどにも対応してい
る場合にはそれらも表示される。
【００５２】
　さらに、入力部２０９と表示部２１１によりタッチスクリーンが構成される場合には、
表示部２１１には入力部２０９としてのソフトボタン、音量調整、コンテンツ選択などの
個々の操作画面などのユーザインターフェース画像も表示される。
【００５３】
　通信部２１０は、端末装置１００との通信を行うものである。通信部２１０の構成は端
末装置におけるものと同様である。通信部２１０で受信した端末装置からの音声データは
サウンドＤＳＰ２１３に供給される。
【００５４】
　また、通信方式としてBluetoothを用いる場合、シリアルポートプロファイルを用いて
、音声出力装置２００と端末装置１００間で、第１アプリケーション情報、共有情報、操
作情報などの送受信を行われる。また、音声出力装置２００と端末装置１００との接続に
ＵＳＢを用いる場合には、ｉＡＰを用いて第１アプリケーション情報、共有情報、操作情
報などの任意の情報の送受信が可能となる。
【００５５】
　ただし、接続方法はいずれの方法であってもよい。また、Bluetooth、ＵＳＢ以外にも
任意のデータ通信が可能な接続方法であればどのようなものを採用してもよい。
【００５６】
　ＵＳＢ端子２１２は、音声出力装置２００に外部装置、外部記録媒体などを接続するた
めのＵＳＢ規格に準拠した接続端子である。ＵＳＢ端子２１２には例えば、音声データは
格納する外部ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＵＳＢメモリなどの外部ストレージが接続さ
れる。外部ストレージに格納された音声データは制御部２０１による制御のもと電子ボリ
ューム２０５、アンプ部２０６を介してスピーカ２０７へ送られ、スピーカ２０７により
音声として出力される。
【００５７】
　サウンドＤＳＰ２１３は、通信部２１０としてのBluetoothモジュールなどから供給さ
れた音声データに対して所定の音声信号処理を施して電子ボリューム２０５に供給する。
音声信号は電子ボリューム２０５、アンプ部２０６を介して最終的に音声としてスピーカ
２０７から出力される。
【００５８】
　フラッシュＲＯＭ２１４は不揮発性メモリであり、Bluetooth機器に関する情報である
機器情報やラジオ放送の周波数情報といった各種のデータが格納される。そして、格納さ
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れた機器情報や周波数情報が制御部２０１からの要求に応じて読出され、制御部２０１に
供給される。
【００５９】
　アプリケーションプロセッサ２１５は、端末装置における情報共有アプリケーションの
動作に対応して音声出力装置２００側で所定の処理を行うものである。アプリケーション
プロセッサ２１５は、所定のアプリケーションを実行することにより情報取得部２１６、
および表示制御部２１７として機能する。
【００６０】
　情報取得部２１６は、端末装置１００から送信された共有情報を通信部２１０を介して
取得する。また、情報取得部２１６は、端末装置１００においてユーザにより行われたア
プリケーションの選択操作を示す情報（操作情報）を通信部２１０を介して取得する。
【００６１】
　表示制御部２１７は、情報取得部２１６により取得した共有情報に基づいて、表示部２
１１における表示制御を行うものである。また、アプリケーションの選択を示すカーソル
などの表示制御も行う。さらに、操作情報に基づいた表示部２１１における表示の更新処
理も行う。これら表示制御の詳細については後述する。
【００６２】
　本実施の形態においては、音声出力装置２００には、チューナ、ＵＳＢ接続されており
音声データを蓄えた外部ストレージ、ディスク媒体モジュールの３つのオーディオソース
を有している。ただし、オーディオソースの数および種類はそれに限られるものではない
。１つのオーディオソースを備えていてもよいし、より多くのオーディオソースを備えて
いてもよい。
【００６３】
　図６は、音声出力装置２００のフロントパネルの外観構成の一例を示す図である。図６
においては、音声出力装置２００のフロントパネルに設けられた入力部２０９および表示
部２１１が示されている。
【００６４】
　音声出力装置２００の表示部２１１には共有情報で示されたアプリケーションを示す複
数のアイコン２３１、２３１、・・が表示されている。本実施の形態では、音声出力装置
２００のオーディオソースと端末装置１００においてユーザにより選択されたアプリケー
ションを示すアイコンが表示されることとなる。
【００６５】
　図６に示す例においては、ユーザにより選択されたアプリケーションは表示部２１１の
略中央において表示されることとなる。図６においてはＵＳＢが選択されている。そして
、ユーザが異なるアプリケーションを選択すると、図６Ａに示される状態からアイコンが
横に移動し、図６Ｂに示す状態となる。図６Ｂにおいては、表示部２１１の略中央には次
に選択されたＭＵＳＩＣのアイコンが表示される。なお、「ＵＳＢ」とは、ＵＳＢ端子２
１２に接続された外部ストレージに保存された音声データを再生するアプリケーションを
示すアイコンである。また、「ＭＵＳＩＣ」はディスク媒体モジュールの音声データを再
生するアプリケーションを示すアイコンである。
【００６６】
　なお、図６に示される音声出力装置２００の外観構成、表示部２１１における表示態様
はあくまで一例であり、それらは図６に示されるものに限られるものではない。例えば、
音声出力装置２００における表示も端末装置における表示と同様に、アイコンを一列では
なく、複数列に並べて表示してもよい。
【００６７】
［１－３．情報共有処理］
　次に、上述した端末装置１００と音声出力装置２００とによって実現される情報共有お
よび、共有された情報を利用した処理について説明する。
【００６８】
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　本技術においては、第１の装置である音声出力装置２００の表示部２１１と、第２の装
置である端末装置１００の表示部１０６に、共有するアプリケーションを示すアイコンが
表示される。また、いずれか一方の装置においてアプリケーションの選択操作を行うと、
それに連動して他方の装置において、同一のアプリケーションを選択する動作が行われる
。
【００６９】
　よって、例えば、端末装置１００におけるアプリケーションを音声出力装置２００に対
する入力で選択することが可能となる。そして、アプリケーション選択後、一方の装置に
おいてアプリケーション決定操作を行うと、そのアプリケーションを備える他方の装置に
おいてアプリケーション決定がなされてそのアプリケーションが起動することなる。よっ
て、一方の装置に対する操作で、他方の装置におけるアプリケーションの選択および起動
が可能となる。
【００７０】
　図７は音声出力装置２００と端末装置１００間の情報の受け渡しの説明するための概念
図である。図８は音声出力装置２００と端末装置１００間における処理を示すシーケンス
図である。図９は、音声出力装置２００と端末装置１００においてアプリケーションの選
択が同期している状態を示す図である。
【００７１】
　まず、処理の前提として、図７に示されるように、端末装置１００には例えば、ゲーム
、天気、ＭＡＰなどの複数のアプリケーションがインストールされている。また、上述し
たように情報共有アプリケーションもインストールされているものとする。
【００７２】
　そして、事前に、図７中（１）に示されるように、ユーザは端末装置１００にインスト
ールされているアプリケーションの中から音声出力装置２００と共有するアプリケーショ
ンを選択しており、情報取得部１２１は、その選択されたアプリケーションの情報（第２
アプリケーション情報）を取得しているものとする。
【００７３】
　また、音声出力装置２００は１または複数のオーディオソースを備える。このオーディ
オソースの音源を出力再生する機能が音声出力装置におけるアプリケーションである。図
５および図７に示されるように本実施の形態においては、音声出力装置２００はラジオチ
ューナ、ＵＳＢ接続され、音声データを蓄えた外部ストレージ、ディスク媒体モジュール
の３つのオーディオソースを有している。ただし、オーディオソースの数および種類はそ
れに限られるものではない。
【００７４】
　まず、ステップＳ１で、音声出力装置２００と端末装置１００との接続が行われる。接
続は上述したように双方の通信部においてBluetooth、ＵＳＢ接続などの方法により行わ
れる。Bluetoothで接続された場合にはシリアルポートプロファイルを利用して音声出力
装置２００と端末装置１００間の情報の送受信が行われる。ＵＳＢにより接続された場合
にはｉＡＰを利用して音声出力装置２００と端末装置１００間の情報の送受信が行われる
。
【００７５】
　音声出力装置２００と端末装置１００との接続が確立した場合、次にステップＳ２で、
端末装置１００から音声出力装置２００に対して接続完了通知が送信される。なお、図８
に示される処理とは逆に、端末装置１００から音声出力装置２００に対して接続がなされ
、音声出力装置２００から端末装置１００へ接続完了通知がなされるようにしてもよい。
【００７６】
　次にステップＳ３で、図７中（２）に示されるように、音声出力装置２００から端末装
置１００に対して、音声出力装置２００が備えるオーディオソース再生用アプリケーショ
ンの種類を示す情報（第１アプリケーション情報）が送信される。図７においては、音声
出力装置２００がチューナ、ＵＳＢ接続された外部ストレージ、ディスク媒体モジュール
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の３つのオーディオソースを有していることを示す情報が音声出力装置２００に送信され
る。
【００７７】
　次にステップＳ４で、端末装置１００の共有情報生成部１２２は、ユーザにより選択さ
れた第２アプリケーション情報と、第１アプリケーション情報とをまとめて、双方の装置
のアプリケーション情報を共存させることにより共有情報を生成する。共有情報は、図４
を参照して上述したように、アプリケーションの種別が順序付けられたリスト形式のもの
である。共有情報には音声出力装置２００のアプリケーションと端末装置１００とアプリ
ケーションの両方が含まれている。
【００７８】
　次にステップＳ５で、図７中の（３）に示されるように、端末装置１００の送信制御部
１２３の制御のもと、端末装置１００から音声出力装置２００に対して共有情報が送信さ
れる。この共有情報によって音声出力装置２００と端末装置１００とは互いのアプリケー
ションの情報を共有する。そして、ステップＳ６で、端末装置１００の表示制御部１２４
は共有情報に基づいた表示処理を行う。これにより、図９Ａ上段に示されるように、端末
装置１００の表示部１０６において音声出力装置２００におけるオーディオソースと、端
末装置１００においてユーザが選択したアプリケーションとを示すアイコンが表示される
。
【００７９】
　また、ステップＳ７においても同様に、音声出力装置２００の表示制御部２１７は、共
有情報に基づいた表示処理を行う。これにより、図９Ｂ上段に示されるように、音声出力
装置２００の表示部２１１において音声出力装置２００におけるオーディオソースと、端
末装置１００においてユーザが選択したアプリケーションとを示すアイコンが表示される
。
【００８０】
　なお、図８のシーケンス図においては端末装置１００における表示制御の後に音声出力
装置２００における表示制御が行われるように記載されているが、順序はそれに限られず
、双方の表示制御はほぼ同時に行われるのが望ましい。
【００８１】
　次にステップＳ８で、音声出力装置２００は共有情報に示されるアプリケーションの中
の１番目のアプリケーションを選択状態にする。選択状態とは、例えば、カーソルの移動
によってアプリケーションの選択を行う場合にはそのカーソルを一番目のアプリケーショ
ンに合わせることである。そして、ステップ９で端末装置１００側の情報取得部１２１は
、音声出力装置２００の操作情報を取得する。なお、ステップＳ９で取得される操作情報
は、共有情報で示されるアプリケーションの中の１番目に位置するアプリケーションが選
択されたことを示す情報である。
【００８２】
　次にステップＳ１０で、端末装置１００の表示制御部１２４は、操作情報に基づいて端
末装置１００の表示部１０６における表示を更新する。なお、この場合、表示制御部１２
４は、共有情報において一番目に位置するアプリケーションが選択されたことを示す表示
となるように表示制御を行う。例えば、アプリケーション選択用カーソルを１番目のアプ
リケーションに合わせるなどである。
【００８３】
　以上、ステップＳ１０までの処理により、音声出力装置２００と端末装置１００とが互
いに音声出力装置２００のソースと、端末装置１００のアプリケーションを共有した同期
状態となる。
【００８４】
　次にステップＳ１１で、音声出力装置２００の入力部２０９によってユーザによるアプ
リケーションの選択操作を受け付ける。次にステップＳ１２で、端末装置１００の情報取
得部１２１は、ステップＳ１１で音声出力装置２００が受け付けた選択操作の内容を示す
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操作情報を音声出力装置２００から取得する。この操作情報は、共有するアプリケーショ
ンが順序付けられてリスト化された共有情報において、何番目のアプリケーションが選択
されたか、を示すものである。
【００８５】
　そしてステップＳ１３で、端末装置１００の表示制御部１２４は、操作情報に基づいて
表示部における表示更新を行い、アプリケーション選択表示の更新を行う。共有情報は、
図２に示されるようにアプリケーションを示すリスト形式の情報である。共有情報はアプ
リケーションの表示順に対応した順番が付されている。よって、何番目のアプリケーショ
ンが選択されているかを示す操作情報を音声出力装置２００と端末装置１００とで共有し
、その操作情報に基づいてアプリケーション選択表示の更新を行うことにより、音声出力
装置２００と端末装置１００とでカーソルの位置を同期させることができる。
【００８６】
　このステップＳ１１乃至ステップＳ１３による処理の具体例は図９に示すようになる。
図９Ａは端末装置１００の表示部１０６における表示を示し、図９Ｂは音声出力装置２０
０の表示部２１１における表示を示す。
【００８７】
　図９Ａ上段および図９Ｂ上段に示された状態では、アプリケーションとして「ＴＵＮＥ
Ｒ」が選択されている。これは、ラジオ用チューナによって取得するラジオ音声を出力す
るアプリケーションを示すものである。この状態においてユーザが音声出力装置２００に
対して入力を行い、２番目の「ＵＳＢ」を選択すると、図９Ｂ下段に示されるように、音
声出力装置２００においては「ＵＳＢ」が選択された状態に表示が更新される。そして、
音声出力装置２００において２番目のアプリケーションが選択されたことを示す操作情報
が端末装置１００に送られる。この操作情報に基づいて端末装置１００の表示制御部１２
４が表示制御を行うことにより、図９Ａ下段に示されるように端末装置１００においても
「ＵＳＢ」が選択される。このように、共有情報と操作情報とによってアプリケーション
の選択を同期させることができる。「ＵＳＢ」はＵＳＢ接続された外部ストレージに保存
された音声データを再生するアプリケーションを示すものである。
【００８８】
　また、ステップＳ１４に示されるように、端末装置１００においてユーザがページ送り
操作を行った場合、ステップＳ１５でその操作情報が音声出力装置２００に送信され、音
声出力装置２００の情報取得部がそれを取得する。なお、ページ送り操作を行った場合で
もあっても操作情報は、共有情報に示されるアプリケーションの中の何番目に位置するア
プリケーションが選択されたかを示す情報である。
【００８９】
　そしてステップＳ１６で、音声出力装置２００の表示制御部は、操作情報に基づいて表
示部における表示更新を行い、アプリケーション選択表示の更新を行う。
【００９０】
　上記ステップＳ１１乃至Ｓ１５に示されるアプリケーション選択操作と、それに応じた
操作情報の送受信が行われた後、ステップＳ１７に示されるようにユーザによりアプリケ
ーションの決定操作が行われると、ステップＳ１８で端末装置１００の情報取得部１２１
は決定操作を示す操作情報を取得する。そして、ステップＳ１９で端末装置１００におい
て、音声出力装置２００側で決定されたアプリケーションが起動される。
【００９１】
　なお、ステップＳ１１乃至ステップＳ１６は、情報共有状態となった後に音声出力装置
２００と端末装置１００との間で行われる処理の例を示したものであり、必ずしも図８に
示される順序で処理が行われるものではない。例えば、ステップＳ１１乃至ステップＳ１
３の処理の後、アプリケーションの決定操作が行われる場合もあり得る。
【００９２】
　このように、本実施の形態によれば、音声出力装置２００に対する入力操作で端末装置
１００および音声出力装置２００におけるアプリケーションの選択および決定を行うこと
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ができる。また、逆に端末装置１００における入力操作で音声出力装置２００および端末
装置１００におけるアプリケーションの選択および決定を行うことができる。よって、装
置、端末を持ち返ることなく、装置間の隔たりをなくした状態でアプリケーション、ソー
スの閲覧、選択、決定などを行うことができる。
【００９３】
　また、音声出力装置２００と端末装置１００の画面表示は連動しているため、入力操作
と表示の目視を同一装置で行う必要がなく、入力操作を音声出力装置２００で行い、表示
の目視は端末装置１００で行うということが可能となる。その逆である、入力操作を端末
装置１００で行い、表示の目視は音声出力装置２００で行うということも可能となる。
【００９４】
　車両の運転中は携帯電話機、スマートフォンなどの端末装置１００を操作することは法
律により禁止されている。そこで、音声出力装置２００を車両におけるカーオーディオシ
ステムとして利用し、音声出力装置２００に対する入力操作で端末装置１００に保存され
た音楽データなどを再生するようにする。端末装置１００で再生された音声データは通信
部を介して音声出力装置に供給されて、音声出力装置２００から音声として出力される。
これにより、端末装置１００を直接操作しなくても端末装置１００におけるアプリケーシ
ョンの起動、端末装置１００に保存された音楽の再生などが可能となる。
【００９５】
　なお、アプリケーション起動後においても双方の装置の表示部において各種情報の表示
を連動して行うようにしてもよい。一般的にスマートフォンなどの端末装置１００に比べ
て、カーオーディオなどの音声出力装置２００は表示能力が限定されている場合が多い。
そこで、音声出力装置２００のオーディオソースを起動した場合、スマートフォンなどの
端末装置１００の表示能力を生かして、端末装置１００において音声出力装置２００以上
のオブジェクト表示（画像表示、アニメーション表現、文字列表示など）を行うとよい。
【００９６】
＜６．変形例＞
　以上、本技術の一実施の形態について具体的に説明したが、本技術は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【００９７】
　実施の形態では第１の装置を音声出力装置２００とし、第２の装置を端末装置１００と
したが、具体的な装置はそれに限られるものではない。双方向通信を行うことができる装
置であればどのようなものにも適用することができる。例えば、第１の装置、第２の装置
共に携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末などの端末装置１００であってもよい
。また、一方の装置がテレビジョン受像機であり、他方の装置が端末装置１００であると
いう組み合わせでもよい。
【００９８】
　音声出力装置２００および端末装置１００に対する入力はタッチスクリーンへのタッチ
操作、ボタン操作以外にもスマートフォンなどにおける音声認識機能により行うようにし
てもよい。
【００９９】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１００】
（１）
　車載装置と通信する端末装置において、
　アプリケーションを表示する表示部と、
　前記車載装置との間で共有する前記アプリケーションに関する情報を送受信する通信部
と、
　前記通信部で送受信された前記情報に基づき、前記車載装置において選択された前記ア
プリケーションを認識し、前記車載装置の画面と前記端末装置の前記表示部とを同期させ
る制御部と
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を備える端末装置。
【符号の説明】
【０１０１】
１００・・・端末装置
１０５・・・入力部
１０６・・・表示部
１０７・・・通信部
１０９・・・アプリケーションプロセッサ
１２１・・・情報取得部
１２２・・・共有情報生成部
１２３・・・送信制御部
１２４・・・表示制御部
２００・・・音声出力装置
２０９・・・入力部
２１０・・・通信部
２１１・・・表示部
２１５・・・アプリケーションプロセッサ
２１６・・・情報取得部
２１７・・・表示制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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